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紙
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弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
佐
々
木
憲
昭
君
提
出
単
親
家
庭
へ
の
支
援
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
と
し
て
は
、
地
方
公
共
団
体
に
対
し
て
、
「
児
童
扶
養
手
当
事
務
処
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
（
平
成
十
五
年
六
月

十
日
各
都
道
府
県
児
童
扶
養
手
当
担
当
者
あ
て
事
務
連
絡
）
を
示
し
、
生
計
同
一
性
に
つ
い
て
は
、
個
別
事
案
ご
と
に
実
態

調
査
を
行
っ
た
上
で
、
総
合
的
に
判
断
す
る
よ
う
指
導
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
と
も
地
方
公
共
団
体
の
担
当
者
会

議
等
に
お
い
て
、
指
導
の
徹
底
を
図
っ
て
ま
い
り
た
い
。

二
の
（
一
）
に
つ
い
て

「
平
成
十
七
年
国
勢
調
査
」
に
よ
る
と
、
父
子
世
帯
の
数
は
、
平
成
十
七
年
十
月
一
日
現
在
に
お
い
て
、
九
万
二
千
二
百

八
十
五
世
帯
で
あ
る
。

ま
た
、
「
平
成
十
八
年
度
全
国
母
子
世
帯
等
調
査
」
に
よ
る
と
、
平
成
十
八
年
十
一
月
一
日
現
在
に
お
い
て
、
父
子
世
帯

に
お
い
て
養
育
さ
れ
て
い
る
子
ど
も
の
一
世
帯
当
た
り
の
平
均
人
数
は
、
約
一
・
六
二
人
で
あ
る
。
転
職
や
雇
用
の
状
況
に

つ
い
て
見
る
と
、
父
子
世
帯
と
な
っ
た
こ
と
を
契
機
と
し
て
転
職
し
た
者
の
割
合
は
約
十
九
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
り
、
ま

た
、
父
子
世
帯
と
な
る
前
は
、
調
査
対
象
の
約
九
十
八
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト
が
就
業
し
、
そ
の
う
ち
常
用
雇
用
者
が
約
七
十
五

一



・
四
パ
ー
セ
ン
ト
、
臨
時
・
パ
ー
ト
雇
用
者
が
約
二
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
父
子
世
帯
と
な
っ
た
後
は
、

調
査
対
象
の
約
九
十
七
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
が
就
業
し
、
そ
の
う
ち
常
用
雇
用
者
が
約
七
十
二
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
、
臨
時
・
パ

ー
ト
雇
用
者
が
約
三
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
。
父
子
世
帯
の
父
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
収
入
の
変
化
に
つ
い
て
は

把
握
し
て
い
な
い
が
、
そ
の
年
間
平
均
収
入
は
、
平
成
十
七
年
に
お
い
て
、
約
四
百
二
十
一
万
円
で
あ
る
。

二
の
（
二
）
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
父
子
家
庭
の
数
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
推
計
す
る
た
め
に
は
、
個
々
の
父
子
家
庭
に
つ
い
て
、
扶
養
親
族
の
数

や
当
該
父
子
家
庭
の
父
等
の
所
得
額
等
を
把
握
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
把
握
し
て
い
な
い
た
め
、

お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

二
の
（
三
）
及
び
（
四
）
に
つ
い
て

現
行
の
児
童
扶
養
手
当
制
度
に
お
い
て
、
基
本
的
に
母
子
家
庭
の
母
を
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
対
象
と
し
て
い
る
の
は
、

父
子
家
庭
の
父
に
比
べ
て
母
子
家
庭
の
母
の
方
が
、
そ
の
就
業
状
況
等
が
よ
り
厳
し
い
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
こ
の
よ

う
な
取
扱
い
の
差
異
は
不
合
理
な
も
の
で
は
な
く
、
現
段
階
に
お
い
て
制
度
を
見
直
す
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。

な
お
、
父
子
家
庭
に
対
し
て
は
、
保
育
所
へ
の
優
先
入
所
や
家
庭
生
活
支
援
員
の
派
遣
等
の
子
育
て
・
生
活
支
援
を
中
心

二



と
し
た
支
援
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三


